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平成21年１月22日（木曜日）

午前10時30分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成20年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○その他報告事項

・経済・雇用緊急対策について

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野 ・ 明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

県 民 政 策 部 次 長
宮 田 廣 志

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 土 持 正 弘

総 務 部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

部参事兼総務課長 馬 原 日出人

部参事兼人事課長 岡 村 巌

行 政 経 営 課 長 加 藤 裕 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

市 町 村 課 長 四 本 孝

総務事務センター課長 柄 本 寛

議会事務局

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

ただいまから総務政策常任委員○外山委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○外山委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時30分休憩

午前10時32分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

報告事項の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、執行部の説明がすべて終了した後にお願

いいたします。

まず、説明に入ります前○丸山県民政策部長
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に、本日、政策担当次長の渡邊が家庭の事情に

よりまして欠席させていただいております。報

告させていただきます。

それでは、説明に入らせていただきます。県

民政策部からは、今般の臨時県議会に提案して

おります補正予算案に係る背景と経緯等につき

まして説明をさせていただきます。

。常任委員会資料の１ページをお開きください

御承知のとおり、世界は100年に一度と言われる

、 、不況に陥っておりまして 本県におきましても

雇用調整の動きが出るなど、経済情勢は一段と

厳しさを増しております。このような中、県議

会の皆様方からも重ねて御要望いただいたとこ

ろでありますが、県民の不安を一刻でも早く解

消し、本県経済の回復と県民生活の安定を図る

対策を講じるため、県におきましては、昨年12

月22日に宮崎県経済・雇用緊急対策本部を設置

しまして、26日に経済・雇用緊急対策を取りま

とめたところであります。その内容について説

明をさせていただきます。

まず、１の経済・雇用緊急対策の進め方につ

いてであります。今回の対策は平成21年３月ま

で、すなわち今年度の２月補正予算までに措置

すべき内容として、３つの考え方に従って進め

ていくこととしております。１つ目は、(１)に

ありますように、国の第２次補正を待たずに緊

急に対応すべき対策のうち、現行予算の範囲内

で対応可能なものにつきましては、直ちに実施

に移すこととし、具体的には、住居喪失者に対

する県営住宅等の提供や、雇いどめ等を受けた

方々を対象とした県の臨時的雇用など、既に取

り組んでいるところであります。また、(２)に

ありますように、国の第２次補正予算の成立を

待たずに、県として緊急に対応すべき対策のう

ち、予算の補正が必要なものにつきまして、今

回、補正予算案をお願いしているところであり

ます。次に、(３)として、国の第２次補正予算

を受けて対応すべきものにつきましては、国の

動向を踏まえまして対応することといたしてお

ります。

２ページをごらんください。以上の考え方の

、 、もとにおきまして 具体的内容につきましては

大きく、経済対策と雇用対策の２つで構成して

おります。１つ目の経済対策としては、２ペー

ジにございますように、セーフティネット貸付

の融資枠の拡大などの金融対策と公共事業等の

実施、雇用創出につながる諸産業の振興などの

産業振興・雇用創出につながる対策を掲げてお

ります。

また、雇用対策としては、３ページにありま

すように、離職者への生活支援や住宅喪失者へ

の生活支援などの離職者支援と、雇用調整助成

金の活用等によります雇用維持対策、緊急地域

共同就職支援事業等による雇用の場の確保及び

就労支援を掲げており、また学生支援といたし

まして、県育英資金に、勤労学生が勤務先の倒

産や雇用調整などの事情によりまして職を失っ

た場合に、学生本人を支援する特例緊急採用制

度を設けることを掲げております。

４ページをごらんください。これまで説明い

たしました経済対策と雇用対策の内容につきま

して、大きく、現行予算で対応するものと新た

な予算措置を伴うものに区分して、特徴的なも

のをまとめております。表の下半分が新たな予

算措置を伴うものとして、12月26日時点で取り

まとめたものでありますが、今回、提案させて

いただいております補正予算案は、これに基づ

きまして事業を具体化したものであります。

なお、今回は県民政策部分の補正予算はござ

いませんが、関係部局から各常任委員会に補正
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予算案を説明の上 御審議をいただくことになっ、

ております。

説明は以上であります。よろしくお願いしま

す。

説明が終了いたしました。報告○外山委員長

事項についての質疑がございましたら、お願い

いたします。

所管外で大変恐縮ですけれども、○米良委員

。わかる範囲内でお答えいただきたいと思います

まず、今回の64億何がしかの補正、これは確か

にありがたいと思っておりますが、ただ、歳入

財源を見ておりますと、繰入金とか諸収入で46

億5,000万ですね。今の予算の範囲内で歳入財源

に充てるということからすれば、なぜこの12月

議会でやらなかったのかというジレンマを持つ

わけです。これはありがたいのは確かですけれ

ども、こういう歳入財源で賄うということであ

れば余計、私たちは産業活性化・雇用対策特別

委員会で相当議論をしましたけれども、あの時

点でなぜやらなかったのかなと思えてならない

わけです。苦言といいましょうか、率直な意見

として申し添えておきたいというふうに思いま

すが、それについて部長、何かありましたら、

お答えいただきたいと思います。

それから 所管外だと思いますが セーフティ、 、

ネット貸付の融資枠の拡大ということでありま

すが、歴史的な背景からいきますと、特に中小

企業の貸付枠というのは毎年余っていくという

か、なかなか利用が100％ないということで来て

おるわけですけれども、今度の景気対策で皆さ

、んたちがどういう見通しをされておられるのか

ある程度、財政枠の中できちっと整理ができて

おると思いますが、わかっておればお聞かせい

ただくと幸いと思います。

もう一つ、３ページにあります住宅喪失者へ

の生活支援ということでありますが、都会等の

例に倣って宮崎県も挙がっておりますが、参考

のために、住宅喪失者というのは宮崎県でどの

程度あるのか、わかる範囲内で、どなたでも結

構ですが、お聞かせください。

対策がちょっと遅かった○丸山県民政策部長

んじゃないかという話だと思うんですが、県で

もいろいろ検討はしてきて、22日に緊急対策本

部を立ち上げたところですが、９月ぐらいから

でしょうか、リーマンショックが起きていろい

ろあって、こういうふうに経済が非常に厳しく

なったというのはたしか11月ぐらいからと思う

んですけれども、その間、国も１次補正、２次

補正を考えていらっしゃいましたし、そっちの

ほうも模様眺めというような気もあったんでは

ないかと私は考えておるんです。しかし、それ

でも、例えば国富町の日立プラズマディスプレ

イの派遣の雇いどめとか、そういう問題も表に

出てきましたし、何とかやらないかんというこ

とでいろいろやったんですけれども、結局は、

今回の補正予算の上程は１月議会になってし

まったということであります。この対策を一生

懸命やることによって県内の経済状況がよくな

ればということでお願いしておるところであり

ます。今回、64億、前倒しする分が多いわけで

、 、ありますけれども 議決していただいたならば

早急に実施して、県内の雇用情勢がいいほうに

回転するように頑張っていきたいと考えておる

ところであります。

県内でどれぐらい住宅喪○土持総合政策課長

失者がいるのかということでございますが、正

確な数字というのは私どもも把握しておりませ

ん。ただ、今回、年末から年始にかけまして、

住宅の入居相談を受け付けたわけでございます

、 、けれども 住居に関する相談が15件ありまして
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具体的な入居相談というのはそのうち６名あっ

たと。そして、実際、１名、15日に入居されて

いるという状況のようでして、全体でどれくら

いの人が都会と同じように住居を失った状態に

なっているのかという数字については、把握で

きておりません。

いずれにしても、今、部長からも○米良委員

ありましたように、60何億かの予算が確実に消

化されて大きな成果を上げますように、私から

も要望しておきたいと思います。

きょう、知事の提案理由説明があ○中村委員

りました。今、部長もおっしゃいましたが、県

、民生活に直結する事業などを前倒して実施する

また庁舎の維持管理などに要する経費について

も前倒して措置することにいたしました、こう

書いてあるわけね。前倒しということは、後々

やることを前倒しするという意味でしょう。景

気・雇用対策については、１年間、期間があっ

たものを、この辺でやらなくちゃならなかった

ものを前倒してやるだけであれば、１年間トー

タルでは何も対策を打っていないということに

なる。新たな事業を展開してこそ初めて潤って

くるのであって この辺でやらなきゃならなかっ、

たことを前倒ししてやったのであれば、１年間

トータルすると、何も雇用対策、景気対策にな

らないということじゃないんですか。なぜ前倒

しという言葉を使うわけ。提案理由の説明でも

部長の説明でも、前倒ししてと、２回も３回も

出てくる 前倒しをやるんであれば １年間トー。 、

タルで予算を組んだ中で、９月にやらなければ

ならないものを今緊急にやりましょうと。ここ

。 、 、では空白になってくる それでは 景気・雇用

経済対策にならない。雇用にもつながらない。

これをやりますが、そのほかのこともやります

よと、前倒しという言葉がどういう言葉で使っ

ているのか、わからん。

前倒しでやるということ○丸山県民政策部長

は、県として、いつかやらなきゃいけない事業

を当初計画より時期を前にしてやるということ

ですね。今回の、例えば公共事業なんかほとん

ど前倒しのものが多いんですけれども、当然そ

れはやらないかんわけでありまして、その後ど

うするかという話だと思うんです それは (３)。 、

にもありましたように、国の第２次補正予算、

これは先行きは、いつ可決になるかわかりませ

んけれども、これもございますし、これで県に

幾らぐらいのお金が、例えば交付金として入る

か、ちょっとわかりませんけれども、不明であ

りますけれども、それで効果があるということ

であれば、国の２次対策を待って、国から県に

来た金を執行するということで間に合えばそれ

で済むと思うんですが、それでも経済情勢がな

かなかということであれば、県としてもそのあ

たりは、２月補正とかあるいは当初予算に対す

る考え方の整理、そのあたりが出てくると思い

ます。そういう中で方向性を見出していく必要

があると考えております。

部長の説明は無理なところがあっ○中村委員

たような気がするんだけれども、例えば歩道の

、整備とかいろいろ書いてあったようだけれども

、 、これはもちろん さっきから繰り返しになるが

９月か10月でやらないかんかったことを今度や

りますよと、そのほかはないわけですか。それ

じゃ、１年間の分をちょっと早くやっただけ、

いわゆる前倒しだ。そうしたら、建設業は潤う

わけがない。これは、もっと何か、別個とする

。 、考え方があってしかるべきだと そうでないと

全体的な景気浮揚にはならないという考え方な

んです。その辺を、前倒しという言葉じゃなく

て、仕事の創出をしていただいてやっていかな
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いと、景気・雇用対策にもならないと私は思う

んです。言葉の使い方が悪いのかもしれません

よ。

公共事業が一番わかりや○土持総合政策課長

すいのかもしれませんけれども、例えば土木あ

たりでも、これは財政サイドで答えたほうがい

いのかもしれませんが、いろんな事業箇所がご

ざいまして、それを補助公共でやるのか、県単

でやるのかという検討はずっとやっている。材

料はあるわけです。その中で年度年度、箇所づ

けをしていって、事業執行していく。そういう

中で今回、21年度予定していたものか何か、候

補であるものの中から県単で予定しているもの

を前倒しでやったということで、21年度は21年

度で、新たにそういう数多くある箇所の中から

また予算箇所づけをしていくということですの

で、どう説明していいかわかりませんけれど

も、20年度予定していたものからすると、かな

り前倒しでその分が膨らんだというふうに理解

していただいたほうがよろしいんじゃないかと

思います。

それから、今回、雇用創出に係る部分につき

ましても、新たにお願いをしておりますので、

そういったところで新たな経済効果につながる

ようなものが出てくるというふうに考えており

ます。

大体わかるんですが、そういった○中村委員

意味では我々が、例えばの話ですが、都城土木

事務所管轄で、ああいうこともせにゃいかんの

じゃないのという提案をしますね。それもずっ

と延びている部分があるんです。各土木事務所

あたり、振興局もそうですが、そういったとこ

ろに、今までやらなくちゃならないもので予算

の関係でストップをかけていたものについても

申し出てくれと、予算を後でつけていこうとい

うぐらいのことがないと、潤わない。そういう

ことをひとつお願いします。

一つは要望ですけれども、総合政○鳥飼委員

策課でまとめたということで、こういう説明の

資料もいただいたんですけれども、概要が余り

わからないんですね。大体こんなことかなとい

うふうな説明があっただけで、私どもはなかな

か判断しにくいので、何か具体的なものをつけ

ていただきたいと、要望しておきたいと思いま

す。

今回の60億の中で、公共事業が40億、その他

、が20億ということになるのかなと思うんですが

各県やはり苦労していろんな対策を打っていま

すし、宮崎県も何をやればいいだろうかという

ことで、原課にいろいろ要請したりとか、総合

政策課の中で考えていただいたりとかいうこと

で大変御苦労いただいたのかと思うんですが、

宮崎県ならではというような取り組みが今回あ

、 。るのかどうか そこをお尋ねしたいと思います

新たな雇用創出に係る部○土持総合政策課長

分につきましては、松林の整備とかそういうも

のが入っておりますので、そういったところで

見れるのかなというふうに思いますけれども、

この対策でまとめておりますことで申し上げま

すと、３ページの学生支援ですけれども、ここ

については全く本県独自でございまして、いわ

ゆる勤労学生が勤め先の事情で職を失った場合

に、その学生に対しまして奨学金を適用対象と

する。これが本県独自のものではないかという

ふうに考えております。

３ページの４は、勤労学生が職を○鳥飼委員

失った場合、支援する特例緊急採用制度を設け

ると書いてあるんですけれども、もうちょっと

詳しく説明してもらえますか。

通常は、保護者がそうい○土持総合政策課長
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う状況のときにこの対象になるわけですけれど

、 、も 今申し上げましたような事情で新たに枠を

そういう学生用の枠を設定したというふうに聞

いております。

県が採用するわけ、受け皿は。○外山委員長

あくまでこれは育英資金○土持総合政策課長

の貸与でございますので、保護者の事情だけで

はなくて、それも当然対象になるわけですけれ

ども、勤労学生、もともと学生が働いて収入を

ある程度得て通学していたというときに、勤め

、先から何らかの事情で解雇されたというときに

。この奨学金の貸与対象にしますということです

学生本人を奨学金の貸付対象にしますと。

新たな貸与を始めますということ○鳥飼委員

ですね。

そういう制度を採用する○土持総合政策課長

ということです。

額自体はそんなに大きな額ではな○鳥飼委員

いと思いますけれども、本県独自だということ

ですが、これは総務のほうになるかとは思うん

ですけれども、今、国会で２次補正の議論が進

められております。これが通過した段階で措置

をされる部分もあるだろうというふうに思いま

すし、それが通過をする前にやった雇用対策事

業では、後、特別交付税で措置をするというよ

うなのも聞いているんですけれども。これ

が6,700億、３月期の分があるんだそうですけれ

ども、結局ここで言いますと、例えば基金の取

、 、り崩しが31億とか いろいろありますけれども

財政の議論になって恐縮ですけれども、ほぼ担

保されるというふうな判断に、向こうの意見も

あるでしょうけれども、県民政策部でも考えて

おられるんでしょうか。そんな議論をしておら

れますか。

我々はそこまで立ち入っ○土持総合政策課長

て財政とは議論しておりませんけれども、後で

財政のほうに確認していただきたいと思います

が、我々は十分対応できるんではないかという

ふうに思っております。

気になるのは、基金も少なくなっ○鳥飼委員

てきているというのがあるから、基金を今回取

り崩すということですけれども、後々返ってく

るということでは、特交の6,700億円にしても、

地域活性化・生活対策臨時交付金というの

が5,000億円、今度の２次補正に入っているんだ

そうですけれども、そういうのが通過していけ

ば取り崩す必要はないのかなというふうな面も

ありまして、できるだけ、取り崩しはするにし

ても、また再度確保していただきたいなという

思いがあるものですから、そういうことを念の

ためにお聞きしたところでございます。

そこは総務のほうになりますから、これぐら

いにしておきまして。もう一つ、きょうの資料

の中でお尋ねしたいなと思ったのがありました

ので、委員会資料の１ページの１の(２)に 「国、

の２次補正を待たずに緊急に対応すべき対策の

うち、予算補正が必要なものについては、事務

作業を勘案し、議会と調整の上、速やかに対応

していく」という文言があるんですけれども、

これはどういう意味なんでしょうか。今度の補

。正で処理をしていくという意味なんでしょうか

まさに今回の臨時議会を○土持総合政策課長

想定して、こういう文言になっているというふ

うに理解していただければありがたいと思いま

す。

今、部長が説明した資料の中○中野・明委員

で、直接、県民政策部が担当している事業とい

うのは何かありますか。

ございません。○丸山県民政策部長

以上をもちまして、県民政策部○外山委員長
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を終了いたします。執行部の皆様、御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前10時58分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

総務部でございます。よろし○山下総務部長

くお願いいたします。

今回、御審議をいただきます議案につきまし

て、お手元に配付しております総務政策常任委

員会資料によりまして御説明をいたします。

御審議をいただきます議案は１件でございま

す。資料の１ページをお願いいたします。議案

第１号、平成20年度１月補正予算案の概要につ

いてであります。今回の補正は、経済・雇用緊

急対策の実施に伴う経費といたしまして、一般

会計で64億2,246万4,000円を措置することとい

たしました。この補正予算による一般会計の歳

入財源は、分担金・負担金1,102万5,000円、国

庫支出金３億4,844万7,000円、繰入金31億89

万2,000円 諸収入15億5,000万円 県債14億1,210、 、

万円でございます。

２ページをお願いいたします。一般会計の歳

出の款ごとの内訳でございますが、主なものを

御説明いたします。商工費が、セーフティネッ

ト貸付の融資枠をさらに拡大するなど、15

億8,000万円余の増額、土木費が、道路や河川等

の県単公共事業などにより36億7,000万円余の増

額となっております。この結果、一般会計の予

算の規模は5,726億7,532万4,000円となります。

以上、提出議案の概要について御説明いたし

ましたが、３ページ以降の歳入一覧については

財政課長から説明をいたさせます。

また、総務部関連の補正予算としまして、３

つの事業について増額補正をお願いしておりま

す。詳細につきましては、それぞれ担当課長に

説明をいたさせますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

最後になりましたけれども、稲用財務・市町

村担当次長が自治宝くじ用務のため、本日の委

員会を欠席しておりますので、御了解をいただ

。 。きたいと存じます 私からは以上でございます

財政課でございます。○西野財政課長

。常任委員会資料の３ページをお開きください

今回お願いいたしております補正予算の一般会

計歳入一覧でございます。資料の中ほどに今回

の補正額を、その右側に補正後の予算額等を掲

。 、 、げております まず 自主財源でございますが

46億6,191万7,000円の補正となっております。

その内訳といたしまして、分担金及び負担

金1,102万5,000円の増額、繰入金31億89万2,000

円の増額、諸収入15億5,000万円の増額となって

おります。次に、依存財源でございますが、17

億6,054万7,000円の補正となっております。そ

の内訳としまして 国庫支出金３億4,844万7,000、

円の増額、県債14億1,210万円の増額となってお

ります この結果 今回の補正の歳入合計は 64。 、 、

億2,246万4,000円となります。

次に、４ページをお開きください。ただいま

御説明いたしました歳入の科目ごとの内訳でご

ざいます。まず、分担金及び負担金につきまし

ては、1,102万5,000円の増額となっております

が、これは、中山間地域総合整備事業、公共事

業でございますが、これに係る地元市町村から

の負担金であります。次に、繰入金であります

が、31億89万2,000円の増額となっております。
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これは、基金繰入金として、財政調整積立金と

産業廃棄物税基金の取り崩しによるものでござ

います。次に、諸収入でありますが、15億5,000

万円の増額となっております。これは、市町村

振興基金と中小企業金融制度の貸付金元利収入

であります。次に、国庫支出金でありますが、

３億4,844万7,000円の増額となっております。

この内訳としましては、まず、国庫負担金が１

億1,200万円で、農林水産業費と土木費の公共事

業の増額によるものであります。また、国庫補

助金が２億3,644万7,000円で、林業木材産業振

興施設整備交付金等の増額によるものでありま

す。最後に、県債でありますが、14億1,210万円

の増額となっております。これは、農林水産業

債、土木債、警察債、教育債の公共事業等に係

るものであります。

財政課は以上でございます。

人事課でございます。○岡村人事課長

人事課の補正予算につきまして、御説明させ

ていただきます。歳出予算説明資料の９ページ

をごらんください。人事課の今回の補正予算

は582万7,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は66億8,495万8,000

円となります。

次に、11ページをごらんください。補正予算

の予算科目、事項等は （款）総務費（項）総務、

管理費 目 一般管理費の 事項 人事調整費582（ ） （ ）

万7,000円の増額でございますが、これは非常勤

職員の雇用経費等でありまして、経済・雇用緊

急対策の実施に伴う補正でございます。

詳細につきましては、別冊の常任委員会資料

によりまして御説明させていただきます。常任

。 、委員会資料の６ページをお開きください まず

１の目的としましては、会社の業績悪化等によ

る雇いどめや中途解雇等を理由に、離職した人

及び離職が見込まれる人を優先的に臨時職員等

として雇用することによりまして、これらの人

の生活支援を行うこととしております。２の事

業概要としましては、今回の補正予算による採

。 、用予定は19人でございます 主な業務内容等は

臨時職員が事務補助、非常勤職員が研究機関に

おける研究、依頼試験等の業務補助などでござ

います。また、21年度を含めた全体では100名を

。 、予定しております ３の予算額でございますが

総額582万7,000円であります。なお、雇用に当

たっては、４の備考にありますように、中途解

雇等がわかる証明などを添付していただくとい

うことにしております。

、 。補正予算につきましては 以上でございます

よろしくお願いいたします。

市町村課の補正予算につき○四本市町村課長

まして御説明いたします。

歳出予算説明資料の13ページをお開きくださ

い。市町村課の１月補正額は5,000万円の増額で

ありまして、補正後の額は58億8,900万2,000円

となります。

次に、15ページをお願いいたします。補正予

算の予算科目、事項等は （款）総務費（項）市、

町村振興費（目）自治振興費の（事項）市町村

公共施設整備促進費5,000万円の増額でございま

すが、これは元気市町村支援資金貸付金でござ

いまして、経済・雇用緊急対策の実施に伴う補

正であります。

詳細につきまして、別冊の常任委員会説明資

料で御説明いたします。７ページをお開きいた

だきたいと思います。この事業は、元来、１の

、 、目的にございますように 災害復旧や防災対策

行財政改革など市町村が当面する課題を解決す

るために取り組む事業を重点的に支援すること

を目的としているものであります。今般、景気
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、後退が続く中で県民の不安を解消するためには

市町村の段階におきましても、雇用の創出とか

離職者の生活支援等の対策を講じる必要が出て

くるものと考えられます。そこで、各市町村に

、 、おかれましては 国の交付金等を活用しながら

そういう事業に取り組むことということもあり

ますが、場合によっては財源が不足するという

こともあり得ますので、それに備えて、２の概

要にありますように、元気市町村支援資金貸付

金の対象事業及び貸付枠を拡大したいと考えて

おります。具体的には、まず（１）の新規貸付

枠につきまして、5,000万円増額いたしまして、

現行の10億円から10億5,000万円に拡大するもの

でございます。次に （２）の対象事業につきま、

して、従来から対象としております①から④ま

での事業に加えまして、⑤の雇用創出及び離職

者対策のための事業を知事が特に認める事業と

して新たに対象とするものであります （３）の。

貸付条件につきましては、従来どおりと考えて

おります。３の予算額でございますが、5,000万

円でございますが、この財源につきましては、

全額、過去の貸付金に係る元利償還金を充当す

ることとしております。

補正予算案につきましては、以上でございま

す。

総務事務セン○柄本総務事務センター課長

ターでございます。

総務事務センターの補正予算について御説明

いたします。お手元の歳出予算説明資料をごら

んいただきたいと思います。17ページをお開き

いただければと思います。総務事務センターの

１月補正予算は1,387万6,000円の増額をお願い

いたしております。この結果、補正後の予算額

は８億5,472万1,000円となります。

19ページをお開きください。補正予算の内容

についてでございます （目）財産管理費の（事。

項）車両管理事務費でございます。これは、経

済・雇用緊急対策の実施に伴い、集中管理車を

更新するための経費で、1,387万6,000円を増額

するものであります。

詳細につきましては、別冊の常任委員会資料

のほうで御説明いたします。常任委員会資料の

８ページをごらんください。今回の集中管理車

を更新するに当たりましては、低公害車を導入

することによりまして、国の地方再生戦略に基

づく低炭素社会づくりを推進することを目的と

しております。２の事業概要でございます。購

入車両は３台、いずれもハイブリッド車でござ

います。内訳は、ミニバンの2400㏄クラス、こ

れは８人乗りの車両でございます。それから、

セダン、1500㏄クラスにつきましては５人乗り

の車両を、またセダンの3500㏄クラスの車両は

議長車を予定しております。いずれも、現在使

用しております公用車の更新であります。事業

の効果といたしましては、集中管理車をハイブ

リッド車に更新することによりまして、環境に

優しい行政活動を推進することができます。ま

た、それに伴いまして、低炭素社会を推進し、

環境の保全を図ることとしたところでございま

す。予算額は1,387万6,000円をお願いいたして

おります。以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○外山委員長

た。議案につきましての質疑をお願いしたいと

思います。

ハイブリッド車の説明、３台です○黒木委員

が、１台１台金額まで。

、 、○柄本総務事務センター課長 予算措置上 今

計画しておりますのが、ミニバン車につきまし

ては480万、セダンの1500㏄クラスの車につきま

しては240万、3500㏄クラスにつきましては660
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万を予定しております。

補正の総額は64億、うち公共事業○鳥飼委員

が40億、その他が20億ということになると思う

んですけれども、歳入は、基金、繰入金という

のが31億ですね。諸収入が15億ということで、

県債は14億ですから、ほとんど県の負担でやる

ということなんですけれども、お聞きしておき

たいのは、基金の枯渇というのがいろいろ議論

になっているわけで、一つは、通常国会で２次

、補正の議論がされていると思うんですけれども

この中で、地域活性化・生活対策臨時交付金と

いうようなことで6,000億が措置されるというこ

とになっているようです。雇用対策については

別途、厚労省所管の2,500億円と1,500億円の２

つの交付金というのがあるようです。そういう

ものと、措置が来るまでに、国会で通過してい

ないわけですから、当然どこから金を出すかと

いうことで、県債、そして基金のほうからの繰

り入れということでやっておられるわけですけ

れども、今後、通常国会の中で補正が措置され

るということになったときに、どれほどが県の

歳入として処理されてくるのか。これでいきま

すと、極端に言いましたら、自主財源比率が７

割５分ぐらいに今度の補正ではなっておるよう

なんですけど、その辺の見通しをお聞かせいた

だきたいと思います。

今回の補正の歳入と、将来、○西野財政課長

成立するであろう国の２次補正との関係につい

てでございますが、まず今回の歳入について簡

、 、単に触れさせていただきますと 約64億のうち

ほとんどが財政調整基金からの繰り入れという

ことでございますが、そのほかに諸収入15

億5,000万、これは先ほどの市町村課の説明でも

ありましたように 貸付が 中小企業の貸付の15、 、

億と市町村貸付の5,000万ありますので、それに

つきましては、年度内に償還される分、または

過去の元利償還の分、それを充てるということ

で、歳入歳出同額を計上しております。その他

県債につきましては、公共事業の追加がござい

ますので、それに充てられる上限額を計上して

おります。残りが分担金とか国庫支出金でござ

いますが、その残りにつきまして、財政調整基

金からの繰り入れによって賄うということでご

ざいます。今回の補正の結果として、基金の残

。 、高が約277億円となります これにつきましては

２月補正におきまして、通常、年度内の経費節

減等によりまして、一定額の減額補正など基金

に積み戻してくる補正というのが想定されます

けれども、それによってある程度、基金を積み

戻すことができるのではないかというふうに考

えております。しかしながら、毎年、当初予算

編成におきましては、収支不足傾向が拡大して

おりまして、基金の取り崩し額も増加傾向にあ

りますことから、慎重に予算編成を進めている

というところでございます。

また、国の２次補正との関係についてでござ

いますが、御指摘の地域活性化・生活対策臨時

交付金、全国ベースで約6,000億の交付金という

のが現在審議中の国会におきまして検討されて

、 、いるところでありますが これにつきましても

実際、地方に配分されるということになりまし

たら、国の１次補正の例に沿って考えますと、

そのうちの幾分かは、今回の県単独の事業とし

て行う事業費に財源が手当てされるものではな

いかというふうに見込んでおります。さらに、

これとは別に、雇用対策関係で２つぐらい基金

をつくって都道府県などで執行するということ

、 、も検討されておりますが それにつきましても

本県での臨時緊急的な雇用対策として期待して

いるところでございますが、いずれにしまして
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も、今回の補正につきましては、国の２次補正

を待たずして、緊急に経済対策、雇用対策を進

める必要最低限のものを措置しているというふ

うに考えておりまして、幾分かは国の財源とい

うのが措置されるであろうということでござい

ますが、２月補正で減額なり捻出されるものを

加味しながら、できる限りの対応をさせていた

だいているということでございます。

そういうような２次補正といいま○鳥飼委員

すか、国会を通過した分で来るわけですから、

当然、基金の取り崩しなり、県債の分がどれだ

け来るかわかりませんけれども、そこはかなり

措置をされるというふうに期待はしているわけ

ですね。財政課としても期待をしておるだろう

というふうに思っていますが、特別交付税、３

月交付の予定が6,700億円というふうに聞いてお

るんですけれども、宮崎県が、今回の臨時議会

にかかわりなく、特交で予算を措置していこう

というふうにして当てにしておったといいます

か、予定しておったものというのは、幾らかあ

るんですか。

国の２次補正や特別交付税と○西野財政課長

の関係ですけれども、今回、特別交付税として

措置されることが想定されておりますのが、非

常に限定的でございまして、例年の３月交付税

で充てられるものの一部を県単独の年末年始対

策も含めた、雇いどめに遭った方に対する雇用

対策などに充てるということを想定していると

いうことですけれども、これに対する措置につ

いては、財政力に応じて５割から８割程度の措

置率だということですが、具体的などのような

事業、今回の１次補正でお願いしているものに

どの程度当たるか、そこは現在、特別交付税の

算定中でもございますので、現時点で幾ら程度

措置されるということはまだ把握しておりませ

ん。ただ、これにつきましては、先ほど申し上

げた6,000億円の交付金とは別に確実に措置がさ

れると。今回の特別交付税につきましては、雇

、いどめとかに遭った方に対する直接的な雇用で

それ以外のものについて6,000億円の交付金で措

置することが想定されておりますので、いずれ

にしても、特別交付税と6,000億円の交付金、そ

れで幾ばくかは今回お願いしております補正の

財源として当てにすることができるのではない

かということを期待しているところでございま

す。

私がお聞きしたのは、今回の臨時○鳥飼委員

のこの予算ではなくて、突然、アメリカのおか

げでこういうふうになってきたというのもある

わけですけれども、当然、宮崎としては特交で

この程度お願いしようと思っていたところがあ

るのかどうかということだったんです。

特別交付税でどの程度お願い○西野財政課長

するかということにつきましては、特別交付税

の算定のための基礎資料の照会を受けている段

階でございまして、その内容を見て、今回お願

いしております１月補正のものがどれくらい該

当し得るかどうか、まだそれは精査中でござい

まして、どの程度の額がこれによって措置され

るか、また今後どのようなものが特別交付税に

よって措置されるのか、そこのあたりについて

はこれから精査、検討が必要なのではないかと

思いますので、どの程度当てにしているという

のは現段階ではまだつかんでおりません。

私が申し上げたのは、例えば家計○鳥飼委員

で考えれば、どうもことしは収入が足らんで入

学金が払えんがと、おやじに言って、ちょっと

やりくりしてくれんじゃろうかというような折

衝を時々するわけです。打診をして、100万円は

とても無理だと、しかし50万ぐらいなら仕送り
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してくれそうだなというのが当然あるんじゃな

いか、あっていいんじゃないかということでお

聞きしたわけでございますけれども、それで結

構ですが。特別交付税で、今度のいろいろ１年

、 、の措置をした部分については 後で措置をする

特交で6,700億円で措置をしてもいいですよとい

う部分があるわけですから、今回の、全国の都

道府県、市町村ですけれども、２次補正前、自

治体で実施した雇用対策などについては総務省

が地方交付税の特別交付税で措置するというの

が出てきているわけですけれども、それにかわ

る分というのは後で交付をされると。わかりま

すか。わからなければ結構です。

、 、○西野財政課長 今回 特別交付税で追加的に

雇いどめに遭った方への直接的な雇用対策、そ

ういったことを措置するといった経緯ですが、

もともとは国でも２次補正で地方に対する6,000

億円の交付金を検討したわけでございますが、

審議が年を越してしまったと。ただ、現場を預

かる地方としましては、緊急に対応しなければ

いけない、そのために財政措置も必要だという

ことで、国の、もともと予定されています交付

金についても、当然、地方が前倒しして実施す

る分には事後的な措置も想定されているわけで

ございますが、それにも対象とならないような

直接的な、雇いどめに遭った方の雇用対策に係

る経費について緊急に措置する必要があると。

そこで、特別交付税で追加的に枠をつくったと

いうふうに聞いております。本県にとっての影

響でございますが、もともと特別交付税という

のは、12月、３月、２回に分けて交付されるも

のでございまして、災害対策であるとか、そう

いった個々の団体ごとの特別な財政需要が措置

される。そういうことで、実は本県の当初予算

でも、毎年約20億円の予算というのを特別交付

税分として計上させていただいております。た

、 、 、だ 今回 追加的な雇いどめ対策といいますか

それで枠が設定されたところでありますが、特

別交付税の総額自体がふえるものでございませ

んので、あらかじめ当初予算に計上していた枠

を大きく超えて交付されるものというふうには

想定しがたいところがございます。一方で、国

から２次補正として検討されている6,000億円に

つきましては、単純に本県の交付税の受取額、

交付税総額の１％強でございますが、それから

すると、数十億円また追加的に交付されるもの

でございますが、これにつきましても、当初予

算では当然計上しておりません。当初予算との

比較で言いますと、6,000億円の交付金が、本県

の今後の対策と前倒し分の措置として大きく期

待できるんじゃないかというところでございま

す。

中身をお聞きしたいと思うんです○鳥飼委員

が、４ページですけれども、基金繰入金という

のがございます。31億の中で産業廃棄物税基金

繰入金というのがあるんですけれども、産業廃

棄物税の現状、どれほど積み立てしているのか

というのを御説明いただけますか。これはどこ

が持っているんですか。環境……。

それは今、ないということですから、後でお

聞きするということにしまして、これは特定目

的だと思うんです。913万ですけれども、これは

果たして基金繰入金として妥当なのかどうかと

いうことで、そこを御説明いただきたいと思い

ます。

まず、産業廃棄物税基金の現○西野財政課長

状についてでございますが、１月補正後の現在

高としまして、約２億1,300万円余の残高がござ

います。今回、取り崩す額として913万7,000円

、 、をお願いしておりますが これにつきましては
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委員御指摘の目的税としての役割に沿ったもの

であると考えておりますが、具体的には、不法

投棄等監視パトロール強化事業ということで、

これは環境推進対策課の事業でございますが、

景気が悪化しますと、どうしても廃棄物の不法

投棄などが生じやすいということが懸念される

ものですから、２月、３月を監視活動の強化月

間としまして、監視パトロールを委託するとい

うことですが、これはもともと目的税としての

産業廃棄物税の趣旨に合致したものであるとい

。うことでお願いしたいというものでございます

ありがとうございました。○鳥飼委員

もう一つ、諸収入ですけれども、市町村振興

資金貸付金元利収入というのは当然これで返っ

てくると思うんですけれども、商工貸付金元利

収入、15億ですか、これは先ほどは市町村がと

言われたんですが、確実に収入されるというこ

とでよろしいんでしょうか。

商工貸付金元利収入の内容で○西野財政課長

、 、ございますが 中小企業への融資制度の貸付金

いわゆるセーフティネット貸付の融資枠の拡大

に伴うものでございまして、これは融資枠の拡

大に伴って金融機関への預託額を増額するとい

うことですけれども、年度末に一たん返してい

ただくということで、歳入にも合わせて計上さ

せていただいているところでございます。

そうすると、自分の足を食ってい○鳥飼委員

るということになるんですか。また、当然、来

、年度計上していくということなんですけれども

ことしはとりあえず自分の足を食っておこうと

いうことの理解になるんでしょうか。というの

は、15億貸して、年度末に15億返ってきて、ま

た貸すわけですね。ところが、今度の場合は、

いろんな資金の中に出していくということです

から、これが少なくなる。今度は15億返ってこ

ないということは、これそのものがなくなると

いうことですね。

中小企業向け貸付の制度の仕○西野財政課長

組みでございますが、貸し付けるのはもともと

金融機関でございますので、金融機関が貸し付

けるだけの裏打ち、つまり県が一定程度の額を

金融機関に対して預託して、協調倍率、例えば

現在のところ、セーフティネット貸付は２倍で

ございますが、県が例えば１億を預託する、金

融機関は２倍ですので２億を融資するというこ

とになります。預託する額につきましては、毎

年、額を見直して、一たんは県に金融機関が返

。 、す また年度が変わったら新たに預託しまして

、それで貸付に運用させていただくということで

今回、15億を新たに預託して、また年度末に返

していただくことになりますが、来年度は来年

度で、セーフティネット、最近やはり需要が伸

びているということがございますが、恐らくそ

ういう事情を勘案して来年度当初予算でまた新

。たに措置するということになろうかと思います

わかりました。私の勘違いもござ○鳥飼委員

いました。

もう一つは、６ページの人事課の部分ですけ

れども、経済・雇用緊急対策に伴う臨時職員等

のということで、新規16、既定が26ということ

ですけれども、今回の予算にかかわる分につい

ては新規の部分だけというふうに考えてよろし

いんですね。

そうでございます。○岡村人事課長

最後ですが、ハイブリッドカーの○鳥飼委員

更新ですけれども、これも経済・雇用緊急対策

とタイトルが打ってあるんですけれども、そう

いうことなんですか。

今回措置しまし○柄本総務事務センター課長

たハイブリッド車３台でございますが、目的と
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しまして、地方再生戦略に基づく低炭素社会づ

くり推進ということにしておりますが、今回の

経済・雇用緊急対策の一環になるというふうに

見ております。

そうしますと、項目別に言っても○鳥飼委員

しようがないのかなと、わからないかもしれな

、 、いんですけれども 国の２次補正が通過すると

いろいろ出てきますね。例えば職員の人件費は

だめですよというのがありますね。委託の人件

費はいいですよと 借金払いはだめですよと 08。 。

年度の当初予算の措置済みの事業だけですよと

か、いろいろ規制が6,000億の中にあるんですけ

、 、れども これも２次補正の中で後で措置される

そんなふうに思っていいんでしょうか。

地域活性化・生○柄本総務事務センター課長

活対策臨時交付金についてでございますけれど

も、国から示された対象事例の中の一つとしま

して、低炭素環境型設備の導入促進という項目

がございまして、この中には新エネルギーとか

太陽光とかいうものがございますが、その中の

、一つとして電気自動車等の低炭素型設備の導入

こういうものも対象事例として挙げられている

ところでございます。

期待をしております。いずれにし○鳥飼委員

ても、県の独自財源の支出があるわけで、国庫

の分をいかに収入してくるかというのが今後の

大きな課題だと思いますので、言われなくても

頑張りますということでしょうけれども、努力

をお願いしたいと思っております。

鳥飼委員が既に質問されて、○中野一則委員

答弁されたんですが、ちょっとわかりにくかっ

たので再度質問させていただきたいと思うんで

すが、歳入と歳出の関係であります。まず、諸

、 、 、収入 総務貸付から5,000万 商工貸付から15億

合わせて15億5,000万という数字でありますが、

きょうの知事の提案理由説明で、世界が100年に

一度の未曾有の不況で、政府に先駆けて補正予

算を編成したということで、全体的に見れば、

当初予算が大きく64億膨らんで、5,726億円が市

。 、中に流れたというふうに見えますね その中で

諸収入の15億5,000万は、先ほど課長は、いろい

ろ貸付をする、貸付が先で収入というふうに聞

こえたんですけれども、午前中に 「前倒し」と、

、いう言葉のことで話がいろいろあったんですが

今言った２つの諸収入は、既に市中に融資した

もの、貸し付けたものが満期が来ているから回

収すると。21年度にまたそれを回収して新たに

その枠で融資するというのが普通だけれども、

それを補正で早く回収して、そしてまた改めて

融資したというふうな金額なんですか。これだ

け予算上はボリュームがふえたようになってい

るんだけれども、実際ふえたということになる

んですか。

諸収入にあります２つの貸付○西野財政課長

関係と前倒し、いわゆる来年度当初で計画する

のを前倒しということとは切り離していただい

て結構だと思いますが、融資ですので、金融機

関が貸し付けて初めて効果を持つものだという

ことで、例えばここにあります中小企業金融制

度貸付金元利収入の内容は、セーフティネット

貸付と呼ばれる融資枠の拡充に対応するもので

ございますが、これは今年度予算である程度融

資できるような融資枠を設定しまして、融資で

きるような額の預託をしているわけでございま

すが、最近の実績の伸び、そういったものを見

ますと、年度内にその枠では足りないんではな

いかということで、枠の追加的な設定を行うと

いうことでございますので、来年度は来年度で

また一定の必要とされる額を当然預託すると思

いますし、そういった意味では、特に前倒しと
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は意識しないでも結構かと思います。

補足をさせていただきます○四本市町村課長

が、15億5,000万のうちの5,000万円、元気市町

村支援資金に係る分でございますが、これは、

当初予算で組んでおりました市町村からの元利

償還金が当初で考えておったよりも5,000万円程

度多く償還される見込みとなったということで

充てておるものでございます。なぜ5,000万多く

償還されるかといいますと 市町村が過去に行っ、

た起債を繰り上げ償還するというものにこの資

、 、金を充てているわけですが 簡単に言いますと

元気市町村貸付は基本的に10年の償還で返して

もらうんですけれども、市町村としては財政状

況をよくするためにもっと早く返したいという

ことがあって、予定よりも5,000万、ことし多く

償還の見込みになった、その分をこの財源に充

てているということでございます。

つまり、普通であれば、それ○中野一則委員

を返してもらって、また新たに貸し付けします

ね。普通なら、新年度でそれを歳入に受けて、

そして貸すという、補正でなかったら、通年で

あれば、そういうふうにされることになるんで

すね。

元気市町村支援資金の分に○四本市町村課長

つきましては、当初で13億ぐらい組んでおりま

したのが予定より5,000万ぐらい多くなったとい

うことで、仮にこの補正を組まなければ、決算

の段階で剰余金というか、見込みより多く入っ

てきて、何らかの一般財源になっていくという

ことであると思います。5,000万についてはそう

いうことでございます。

同じところに貸し付けて同じ○中野一則委員

ところにまた融資するわけだから、両方とも単

なる手形の切りかえにしか見えないんです。そ

れが100年に一度の不況対策として本当に使われ

るお金になるのかなという気がいたします。

基金繰り入れ、31億ですが、これは今度また

２月定例議会では、減額補正ということで、実

際は使わなかったということで、歳出するもの

が減額されていきますね。そういう予定のもの

をもう一度融資するという枠組みをつくったと

しか見えないんだけれども、そういうことじゃ

ないんですか。

通常、２月補正では、年度内○西野財政課長

の経費節減等によって捻出できた財源等を、基

金の取り崩しを、例えばもともと歳出として予

定したものをやめるであるとか、歳入として新

たに積み増す、一般会計に繰り入れるというよ

うなことをさせていただいていますが、それは

もともと財政改革推進計画上ある程度織り込ん

でいるものでございまして、例えば２月補正に

おいて45億円は基金として積み戻す、基金をふ

やすような形で活用するということが予定され

ておりますが、今回は、それを加味して、当て

込んで、厳しい財政状況の中ではありますが、

緊急的な経済・雇用対策をさせていただきたい

ということでございますので、２月補正で、通

常そういったことは財政改革推進計画上も当て

込んでいるということでありますが、そうは言

いながらも、今回は特別に経済情勢等を勘案し

ながら、ぎりぎりの判断をさせていただいたと

いうことでございます。

もうじきまた２月定例議会が○中野一則委員

始まりますが、その中で減額がどのぐらいあっ

て、実際、決算額がどうなるのかというのが興

味のあるところなんです。それと新年度予算が

どのくらいの金額で組まれるのか、それを見な

いと、100年に一度の不況に対する対策というの

が見えてこない気がするんです。12月早々に補

正予算を組めばいいものを、１月に念には念を
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入れてずれ込んで、平成20年度の大体の決算見

込みが、めどがついたから、この補正予算を組

んだだけじゃないかなという、うがった見方か

もしれませんが、そういう気がするんです。

今回のまず補正の位置づけで○西野財政課長

ございますが、国が２次補正を打ち出すに至っ

た環境の変化、米国の金融危機に起因する全体

的な景気・雇用の落ち込みということも当然あ

りますが、本来であれば、景気対策、雇用対策

というのは、一地方というよりは国を挙げて行

うべきものであろうかというふうに認識してお

りますが、今回、国の２次補正の成立がおくれ

てしまう。ただ、我々としては、地方の現場に

身を置く者としましては、年末年始対策を含め

て緊急に対応を行う必要があるということで、

国の２次補正は国の２次補正として成立を期待

しながらも、それが成立するまでの間、独自に

やらなければいけないもの、つまり国の２次補

正の穴があく年末年始から年度内、それを視野

に、今回、１月補正を県単独で行うということ

にさせていただいております。国の２次補正が

成立した、また来年度当初以降の話、それにつ

いては、国の２次補正の成立状況とか、その他

の環境を勘案して予算を考えていかなきゃいけ

ない、そういう状況なのかなというふうに考え

ております。

ぜひお願いしておきますが、○中野一則委員

平成21年度予算は、本年度の当初よりもあるい

は決算額よりも、国も２次補正を今やっている

わけですから、大き目の予算を組んでいただい

て、それこそ、その予算を前倒しに、前倒しと

、 、言うと言葉は悪いですが 早目に予算執行する

公共事業等を含めてするということを、もう既

にいろいろと組まれていると思いますが、４月

以降の予算だけれども、そういうことをお願い

しておきたいと思います。

今回の補正64億、これの国庫○中野・明委員

支出金、補助金３億4,800万。国の経済対策につ

いては今、国会に上がっていますね。国の財源

。というのは通常ベースの財源になるわけですか

御指摘のとおり、２次補正の○西野財政課長

分は全く入っておりませんで、例えば国の当初

分の追加内示、それから１次補正に伴う追加内

示というのがございます。例えば、木材産業関

係で施設整備がございますが、木材加工のプレ

カットに資する施設整備、これが国の１次補正

の追加内示という形で来ておりますが そういっ、

たものを措置しているものでございます。

簡単に言うと、当初予算で予○中野・明委員

。定しておったものも入っているということだね

厳密に言えば、国の当初予算○西野財政課長

で追加内示が生じたものもございます。

県債の14億というのは、国の○中野・明委員

裏負担の予定は全然ないわけ。

これにつきましても、今回、○西野財政課長

大部分は県単公共の積み増しに伴って発行し得

るものを計上しておりますが、例えば、記憶し

ている限り、農政でも国の１次補正に伴う公共

事業追加というのがございまして、その裏負担

分の発行というのはございます。

今回の県の補正には直接的に○新見副委員長

関係なく、まだちょっと先の話で、聞くのも恐

縮ですが、先ほども話が出ていますけれども、

今、国会のほうで第２次補正予算案が審議され

ております。その中に、ふるさと雇用再生特別

交付金というのと、これは2,500億ですか、緊急

雇用創出事業交付金というのが1,500億盛り込ま

れております。２次補正を早く成立させてもら

いたいんですけれども、成立後、各県にそれぞ

れ配分されてくると思うんですが、そのときの
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県と市町村の配分割合というのはどうなるんで

すか。

そこら辺の詳細につきまして○西野財政課長

は、まだ把握しかねております。

この２つの交付金にかかわっ○新見副委員長

て厚生労働省のほうから、対象となる分野と事

例案ということで示されているんですが、それ

を見ると、対象分野も、両交付金とも同じ分野

であります。事業例もいっぱい書いてあるんで

すけれども、何でこれが雇用再生のほうで、何

でこっちが雇用創出のほうなのか、よくわから

ない部分があるんですが、当然、成立した後、

厚生労働省が示したものに従って各担当部門で

協議していくと思うんですけれども、そこの割

り振りの明確な基準はあるんですか。

新たな雇用対策関係の２基金○西野財政課長

の詳細については、まだ詳しくは承知しており

ませんが、２つの基金の関係でありますとか配

分額、さまざまな活用し得るものの制約、例え

ば人件費に何割以上充当とか、そういったもの

、 、が想定されますが そのあたりにつきましても

まだ詳細なことはわかっておりませんが、いず

れにしましても、我々としては、使い勝手のい

い雇用対策と位置づけられるものは積極的に活

、用したいという思いは強く持っておりますので

全国知事会としても、自治体のほうから、執行

する側から使い勝手のいいような基金となるよ

うな、そういった要望、申し入れを今やってい

るところでございます。

新たに予算措置を伴うものとして○井上委員

今回出されているものの中に、セーフティネッ

ト貸付の枠を広げるというのはまた別で、それ

を差し引いて、県民生活に直結する公共事業等

による県内経済への波及ということで、防災の

ための河川堆積土砂の除去だとか、生活改善の

ための道路改良とか維持補修、道路の落石対策

とか防災対策等をやるということで、46億ほど

組んでいるわけですけれども、これは今までの

既定のところよりか新たな事業というふうに理

、 、 、解していいんですか 今 箇所を見つけている

探している、予算を執行するだけの場所を見つ

けているというふうに理解していいんですね。

今回の公共事業の追加でござ○西野財政課長

いますが、現計予算で実施しているところの積

み増し的なところもあるのかもしれませんが、

基本的には、現計予算で全く対応していない予

算ということで、それを純粋に積み増すという

ことで御理解いただきたいと思います。

。○井上委員 純粋に積み増すということですね

再度確認しておきます。

もう一つ、雇用創出につながる対策として、

これも１億8,000万ぐらいあるんですが、耕作放

棄地の再生云々とか、何点か挙げられているわ

けですけれども、これによって予想できる雇用

創出というのはどのくらい見込んでいるのかと

いうことについて教えてください。

今回の全体的な対策に伴いま○西野財政課長

して、一定の雇用の創出、維持確保というのは

見込んでおります。その中でも、例えば経済対

策として公共事業の追加、これも雇用には一定

の効果があるものと考えておりますが、そのよ

うなものを除いて、直接的に雇用創出につなが

るものとしましては、全体で343人程度を想定し

ております。

緊急経済対策のベースになってい○井上委員

るところというのが、県がどのような分析をし

ているというのがわかっていなくて議論してい

る部分がまだあるんですが、そこはまた２月議

会の中でも明らかになっていくのかなというふ

うに思うんですけれども、宮崎県として、350人
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程度について手を出せば緊急経済対策を打った

効果はあるというふうに理解されてのこの予算

なんですね。

今回の対策といいますのは、○西野財政課長

国の２次補正、国としての本格的な景気対策を

待たずに県単独でやるものでございまして、緊

急に対応、執行することによりまして、県内経

済、雇用に少しでも資するものではないかとい

うふうに期待しているところでございます。

最後に、人事課の経済・雇用緊急○井上委員

対策に伴う臨時職員等の雇用のことですけれど

も、19人の方を１月から３月末まで雇用します

。 、 、ね ３月になると切ってしまうのか それとも

この３カ月間に次の就職を、この19人の方も含

めてですけれども、見つけることについての支

援も同時に行うというふうに理解してよろしい

んですか。

臨時職員ですけれども、任期○岡村人事課長

としては原則４カ月以内ということで、４カ月

は任期としてあるということでございます。そ

して、その間に、確かにこれはあくまでも緊急

的なものですので、きちんとした職業にという

ことでいろいろ就職活動はされると思いますけ

れども、ただ、臨時職員の間は、勤務時間中は

無理だということで、それについて具体的に、

人事課として何か再就職支援とか、そういうこ

とは特に考えておりません。

先ほどのハイブリッド車のことで○井上委員

すけれども、議長車というのは、こんなに3500

㏄ないといけないというふうな決まりみたいな

ものがあるんですか。

今回、議長車を○柄本総務事務センター課長

３台のうちの１台として更新することにしたわ

けでございますけれども、いろんな理由がござ

いまして、まず、今、議長さんが乗っているセ

ンチュリーというのは平成８年車でございまし

て、既に12年を経過しようとしている車でござ

います。走行距離も13万6,000キロということで

ございます。そういうことで老朽化も進んでそ

れなりのコストがかかるということと、大きな

理由としまして、非常に燃費が悪い……。

変えることについて文句を言って○井上委員

いるのではない。次の車が3500㏄でなければな

らない理由を教えてください。

九州各県の状況○柄本総務事務センター課長

を見たとき、他県の状況を見ますと、センチュ

リーとかプレジデントとかセルシオという4000

～5000㏄クラスの車がすべて議長車として使わ

れているわけでございます。現在、宮崎県で

も4000㏄の車でございますけれども、ハイブリ

ッド的なもので環境に優しい車ということで、

一定の居住性と安全性、環境性を見た場合、今

回、3500㏄程度の車で議長車として十分機能を

果たしていけるんじゃないかというふうに思っ

ております。

そのほかございませんか。○外山委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして総務部を終了○外山委員長

いたします。御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。質疑につきましては、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

議会事務局でございま○石野田議会事務局長

す。よろしくお願いいたします。

今回の補正予算につきまして御説明をさせて
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いただきますが、お手元の歳出予算説明資料の

１ページをお願いいたします。補正額といたし

まして、27万4,000円の増額をお願いしておりま

す。その結果、補正後の予算額が12億3,945

万1,000円となります。内訳につきましては、５

ページをごらんいただきたいと思います （目）。

事務局費（事項）図書室運営費の27万4,000円の

増額ということでございまして、内容は、議会

図書室に雇用いたします臨時職員の人件費でご

ざいます。今回の経済・雇用緊急対策に伴いま

して、議会におきましても、新たな雇用の場に

つきまして、検討いたしたものでございます。

概要といたしましては、議会図書室におきまし

て、調査機能や政策立案機能、また利便性を一

層向上させるために、県立図書館が推進してお

ります県内外の公立図書館とのネットワークを

活用することとしておりますけれども、そのた

めに、議会図書室が保有しております図書や資

料につきまして、ほかの図書館等と相互に検索

ができるようにするために登録をするという作

業が必要でございまして、その作業を行う臨時

職員の雇用ということでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

説明が終了いたしました。質疑○外山委員長

がございましたらお願いいたします。

すばらしい事業だと思いますけれ○鳥飼委員

ども、図書館機能をどうやって充実させていく

のかが今からの大きな課題だという鳥取県知事

の話も聞きまして、委員会でもお邪魔したこと

がありますから、非常にいいのではないか、す

ばらしいのではないかというふうに思っており

。 、 、ます 27万4,000円 ３カ月分だと思うんですが

単価といいますか、月額を教えてください。

賃金が２月からの２カ月○桑山政策調査課長

分でございます。単価は5,650円ということで、

県庁全体の統一した単価でございます。そのほ

か共済費を３万6,000円含んでおりまして、合わ

せて今回27万4,000円となります。

これは20日……。○鳥飼委員

21日です。5,650円掛け○桑山政策調査課長

る21日掛ける２カ月で、賃金が23万8,000円とな

ります。

23万8,000円に、あと差額は何です○鳥飼委員

か。

共済費です。○桑山政策調査課長

総務部の人事課でも上がっていた○鳥飼委員

んですけれども、すべて２カ月という算定で理

解をすればいいんでしょうか。

人事課のほうでは雇用の○桑山政策調査課長

要件を絞りまして、今回は職を失った方とかそ

ういった方を対象に、短期の雇用として２カ月

という制限をされていると思います。ただ、私

どもの議会の場合は、年度が２カ月ということ

で、今後２カ月間、年度末までの雇用というこ

とで、人事課と期間は結果的に一緒ですが、趣

旨的にちょっと違うかなというところでござい

ます。

２カ月で先ほどの入力作業という○鳥飼委員

のはできるんですか。それとも翌年度にまたが

るかなと、その辺の見込みはどうなんでしょう

か。

お尋ねのとおり、２カ月○桑山政策調査課長

では終わらないと思っております。新年度の予

算ということになりますので、確たることは申

し上げられませんが、継続して雇用できるよう

な予算も現在、要求を上げている状況にござい

ます。

ほか、ございますでしょうか。○外山委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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以上をもちまして県議会事務局○外山委員長

。 。を終了いたします 御苦労さまでございました

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○外山委員長

まず、議案の採決を行います。

議案第１号について原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○外山委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてでございま

すが、委員長報告の項目として特に御要望等ご

ざいましたらお願いいたします。

雇用創出につながる対策として、○井上委員

先ほど私、質問しましたら、343名分、そのくら

いの緊急対策だというふうな答弁があったと思

うんです。それと同時に、多分、他の委員会で

も議論はあったと思うんですが、雇用に当たっ

ては、雇いどめや中途解雇であることを証明す

る書類等の添付を義務づけるとなっているわけ

です。公共職業安定所が交付する雇用保険被保

険者離職票がないといけないというふうになっ

ています。これは物すごく厳しくて、確かに緊

急なので、その人たちだけを救うという感覚な

のかもしれませんが、この義務づけは非常に厳

しいものがあるのではないかと思うんです。そ

の把握も含めて、こういうふうな対策になった

のかどうかわからないんですけれども、このあ

たりの義務づけを少しは下げるというような、

状況的には離職者全体をできるだけ救っていく

みたいな形はとれないかどうか、そのことにつ

いて委員長のところで報告の中に盛り込めるか

どうか、そういうのが盛り込めるといいかなと

いうふうに思うところです。

盛り込めるとすれば もう決まっ○外山委員長 、

ているわけですから、その範囲の中で緩やかな

。解釈をしてもらいたいぐらいのことでしょうね

、○井上委員 最初の経済・雇用緊急対策の中で

そのときに緊急で、派遣村にいるような人たち

じゃないとだめだみたいな、そういう発想なん

です。それだけで離職した人じゃない人たちも

ずっと残ってきているんです。積み残しでいっ

ぱいいらっしゃるんです。離職票がないといか

んとか言われると、そこに該当しない、応募で

。きない人たちがいっぱいいらっしゃるわけです

、○外山委員長 確かにそれもありますけれども

余り枠を外すと、絞り込まないと……。

そこのところが難しいんだろうな○井上委員

と思いつつ、ここがもう少し議論の余地もあっ

たのではないかなという気がしないでもないん

です。そういうのでいけば、本当に少ない数し

か採用できないと思うんです。将来的な雇用に

わたる、経済対策はわかるんです。今、緊急で

と言われると、雇用できないという状況になる

と思うんです。その辺のところの配慮というか

……。

私の周りでもそうなんですけれど○鳥飼委員

、 、も 学校を出てなかなか就職できないというか

職がないという人が結構多いんです。どこそこ

、頭を下げてもなかなか難しい人もありますから

そこら辺の真に生活に困窮しているといいます

か、雇用の確保に苦しんでいるそういう人たち

のほうにもこの制度を弾力的に運用していただ

きたいというのは、一つ考慮していただきたい

なと思います。

そのぐらいの文言は入れられる○外山委員長
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かもしれませんね 「等」だから。。

ホームページを見ると、その○新見副委員長

他離職した、もしくは離職が見込まれることが

証明できる書類でもいいということになってい

ますので、職安の証明書だけじゃないと。

そういうのがなくても、困ってい○鳥飼委員

る人がおれば雇用してやりなさいと。失対事業

とかそんな制度でもやっていかんと、今、大変

だということは……。

。○外山委員長 そのほかございますでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

委員長報告につきましては、た○外山委員長

だいまの御意見等を参考にしながら、正副委員

長に御一任いただくことで御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○外山委員長

そのほか何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○外山委員長 以上で委員会を終了いたします

午後１時13分閉会




